
説
明
会

市
議
会
議
員
選
挙 

立
候
補
予

定
者
説
明
会

４
月
６
日
㈭
午
後
２
時
か
ら
、

中
小
企
業
セ
ン
タ
ー
で
。

市
議

会
議
員
選
挙
（
６
月
４
日
㈰
実

施
）
に
立
候
補
す
る
意
思
の
あ
る

人
と
そ
の
関
係
者
不
要

市
選

挙
管
理
委
員
会
☎
６
４
８
９
・
６

７
７
４
。

募　
集　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
支
援

事
業お

お
む
ね
10
人
以
上
の
団
体

が
、
地
域
課
題
の
解
決
の
た
め
に

取
り
組
む
事
業
に
補
助
金
を
交
付

し
ま
す
。
補
助
額
は
、
補
助
対
象

経
費
の
８
割
以
内
（
上
限
10
万

円
）。

市
内
６
地
区
の
い
ず
れ

か
１
つ
の
地
区
内
で
、
平
成
29
年

度
中
に
行
う
事
業
４
月
３
日
〜

14
日
に
申
請
書
を
直
接
、
事
業
を

行
う
地
区
の
支
所
地
域
振
興
セ
ン

タ
ー
（
※
）。
申
請
書
は
３
月
15

日
か
ら
各
支
所
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
で
配
布
し
ま
す
。
選
考
あ
り
。

◆
平
成
28
年
度
の
発
表
会
【
小

田
支
所
】 

３
月
６
日
㈪
午
後
１
時

30
分
〜
３
時
【
中
央
支
所
】 

３
月

10
日
㈮
午
後
１
時
30
分
〜
２
時
30

分
【
大
庄
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ル
ー

ム
】
３
月
10
日
㈮
午
後
３
時
〜
４

時
30
分
【
園
田
支
所
】 

３
月
13
日

㈪
午
後
２
時
〜
４
時
【
立
花
支

所
】 

３
月
23
日
㈭
午
前
10
時
〜
正

午
。
い
ず
れ
も
不
要
。
各
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
（
中
央
☎
６
４

１
３
・
５
３
７
１
、
小
田
☎
６
４

８
８
・
５
４
４
１
、
大
庄
☎
６
４

１
９
・
８
２
２
１
、
立
花
☎
６
４

２
７
・
７
７
７
０
、
武
庫
☎
６
４

３
１
・
７
８
８
４
、
園
田
☎
６
４

９
１
・
２
３
６
１
）。

平
成
29
年
度
猪
名
川
公
園
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア

同
公
園
の
清
掃
や
イ
ベ
ン
ト
運

営
の
手
伝
い
を
す
る
人
を
。

◆
説
明
会 

３
月
７
日
㈫
・
14

日
㈫・21
日
㈫
午
前
11
時
〜
正
午
、

同
公
園
管
理
事
務
所
（
椎
堂
１
丁

目
）
で
。
各
開
催
日
の
２
日
前

ま
で
に
電
話
で
同
公
園
管
理
事
務

所
☎
６
４
９
７
・
５
７
７
７
。

平
成
29
年
度
食
品
衛
生
監
視
指

導
計
画
（
素
案
）
に
対
す
る
意
見

３
月
21
日
ま
で
、
保
健
所
生
活

衛
生
課
と
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

素
案
を
閲
覧
で
き
ま
す
。
意
見
は

３
月
21
日
（
必
着
）
ま
で
に
住
所

・
氏
名
・
電
話
番
号
を
書
い
て
郵

送
か
フ
ァ
ク
ス
で
同
課
（
〒
６
６

０
の
０
０
５
２
七
松
町
１
丁
目
３

の
１
の
５
０
２
☎
４
８
６
９
・
３

０
１
８
、
F
A
X
４
８
６
９
・
３

０
４
９
）。

成せ
い
良り

ょ
う

中ち
ゅ
う 

琴き
ん
城じ

ょ
う

分ぶ
ん
校こ

う
の
生せ

い
徒と

４
月が

つ
か
ら
３
年ね

ん
間か

ん
、
月げ

つ
〜
金き

ん
曜よ

う

日び

の
午ご

後ご

5
時じ

30
分ぷ

ん

〜
８
時
40

分
。
市し

内な
い
在ざ

い
住じ

ゅ
う

か
在ざ

い
勤き

ん
で
中ち

ゅ
う

学が
っ

校こ
う

を
卒そ

つ
業ぎ

ょ
う

し
て
い
な
い
15
歳さ

い
以い

上じ
ょ
う

の
人ひ

と

５
月
31
日に

ち
ま
で
に
同ど

う
校こ

う

☎
６
４
８
２
・
５
４
３
８
（
午
後

１
時
以い

降こ
う
に
）。

日
本
語
教
室
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

毎
週
火
曜
日
午
後
１
時
〜
３

時
、
中
央
公
民
館
で
、
中
国
残
留

邦
人
な
ど
に
日
本
語
を
教
え
る
人

を
。

電
話
で
コ
ス
モ
ス
の
会
宗む

ね

景か
げ
宅
☎
０
９
０
・
７
３
６
６
・
５

９
１
５
。

求　
人

介
護
保
険
事
業
担
当
の
嘱
託
員

①
介
護
事
業
所
指
定
関
係
②
介

護
保
険
給
付
適
正
化
③
介
護
認
定

適
正
化
④
介
護
保
険
料
滞
納
対
策

｜

業
務
を
行
う
人
各
１
人
。
パ

ソ
コ
ン
の
基
本
操
作
が
で
き
、
４

月
１
日
現
在
①
②
③
22
〜
59
歳
で

介
護
支
援
専
門
員
の
資
格
を
持
つ

か
、
23
〜
59
歳
で
社
会
福
祉
士
の

資
格
を
持
つ
④
18
〜
59
歳
で
自
転

車
か
原
動
機
付
自
転
車
に
乗
れ
る

｜

人
３
月
９
日
ま
で
に
申
込
書

と
必
要
資
格
な
ど
の
写
し
を
直
接

市
役
所
南
館
２
階
同
担
当
☎
６
４

８
９
・
６
３
４
３
。
申
込
書
は
同

担
当
に
あ
り
ま
す
。
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
も
可
。
試
験

（
筆
記
・
面
接
）
は
３
月
11
日
㈯
。

疾
病
対
策
担
当
の
嘱
託
員

障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く

認
定
調
査
員
１
人
。
調
査
対
象
は

主
に
難
病
患
者
。
４
月
１
日
現

在
59
歳
以
下
で
保
健
師
免
許
を
持

つ
人
３
月
９
日
ま
で
に
履
歴
書

と
必
要
免
許
の
写
し
、「
地
域
で

生
活
す
る
難
病
患
者
に
対
す
る
保

健
師
と
し
て
の
課
題
や
取
り
組
み

に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
作

文
（
８
０
０
字
以
内
）
を
郵
送
か

直
接
保
健
所
同
担
当
（
〒
６
６
０

の
０
０
５
２
七
松
町
１
丁
目
３
の

１
の
５
０
２
☎
４
８
６
９
・
３
０

５
３
）。
試
験
（
面
接
）
は
３
月

13
日
㈪
。

臨
時
職
員
の
登
録
（
事
務
職
）

市
役
所
や
各
支
所
な
ど
で
事
務

補
助
業
務
な
ど
を
行
う
人
。
登
録

制
で
必
要
に
応
じ
て
業
務
に
。

４
月
１
日
現
在
18
歳
以
上
で
エ
ク

セ
ル
・
ワ
ー
ド
が
使
え
る
人
履

歴
書
を
郵
送
か
直
接
市
役
所
中
館

４
階
人
事
課
☎
６
４
８
９
・
６
１

７
７
。

臨
時
職
員
の
登
録
（
技
術
職
）

①
土
木
職
②
建
築
職
③
機
械
職

④
電
気
職
⑤
造
園
職
⑥
環
境
・
衛

生
職
⑦
保
健
師

｜の
業
務
を
行
う

人
。
い
ず
れ
も
登
録
制
で
必
要
に

応
じ
て
業
務
に
。
エ
ク
セ
ル
・

ワ
ー
ド
が
使
え
、
①
〜
⑤
大
学
で

各
職
種
に
関
す
る
専
門
課
程
を
修

了
し
卒
業
し
た
人
⑥
大
学
で
理

学
、
工
学
、
農
学
の
化
学
系
・
環

境
系
、
薬
学
、
獣
医
学
の
い
ず
れ

か
に
関
す
る
課
程
を
修
了
し
卒
業

し
た
人
⑦
保
健
師
免
許
を
持
つ
人

所
定
の
用
紙
を
郵
送
か
直
接
市

役
所
中
館
４
階
人
事
課
☎
６
４
８

９
・
６
１
７
７
。
所
定
の
用
紙
は

同
課
に
あ
り
ま
す
。
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
も
可
。

児
童
ホ
ー
ム
・
こ
ど
も
ク
ラ
ブ

の
臨
時
職
員

①
春
休
み
（
３
月
27
日
〜
４
月

６
日
）
に
同
ホ
ー
ム
②
４
月
か
ら

同
ホ
ー
ム
・
同
ク
ラ
ブ

̶で
保
育

業
務
を
す
る
人
。
い
ず
れ
も
登
録

制
で
必
要
に
応
じ
て
業
務
に
。

（
①
は
３
月
10
日
〈
必
着
〉
ま
で

に
）
履
歴
書
（
教
員
免
許
か
保
育

士
資
格
を
持
つ
人
は
資
格
の
写
し

も
）
を
郵
送
か
直
接
青
少
年
セ
ン

タ
ー
児
童
課
（
〒
６
６
１
の
０
０

１
３
栗
山
町
２
丁
目
25
の
１
☎
６

４
２
９
・
３
０
４
２
）。

市
立
小
・
中
・
特
別
支
援
学
校

の
非
常
勤
講
師

初
任
教
員
の
研
修
時
に
、
代
わ

り
に
授
業
な
ど
を
行
う
人
。
登
録

制
で
必
要
に
応
じ
て
業
務
に
。

小
・
中
・
特
別
支
援
学
校
の
い
ず

れ
か
の
教
員
免
許
を
持
つ
人
（
３

月
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
人
も
含

む
）
３
月
31
日
ま
で
に
所
定
の

用
紙
と
必
要
免
許
の
写
し
を
郵
送

か
直
接
教
育
・
障
害
福
祉
セ
ン
タ

ー
職
員
課
（
〒
６
６
１
の
０
０
２

４
三
反
田
町
１
丁
目
１
の
１
☎
４

９
５
０
・
５
６
６
０
）。
所
定
の
用

紙
は
同
課
に
あ
り
ま
す
。
市
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
も
可
。

市
民
意
見
聴
取

プ
ロ
セ
ス

市
民
意
見
聴
取

プ
ロ
セ
ス

　

詳
し
い
内
容
は
各
担
当
課
や

市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
、各
支
所
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
、阪
急
塚
口

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、園
田
東
会

館
、中
央・北
図
書
館
、市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

な
ど
を
公
表

尼
崎
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

・
介
護
保
険
事
業
計
画
の
改
定
に

つ
い
て

医
療
や
介
護
な
ど
を
一
体
的
に

提
供
す
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
を
構
築
し
つ
つ
、
持
続
可
能
な

介
護
保
険
制
度
を
確
保
す
る
た

め
、
平
成
30
年
度
〜
32
年
度
を
計

画
期
間
と
す
る
同
計
画
を
策
定
し

ま
す
。
公
表
は
12
月
頃
ま
で
。

市
役
所
中
館
３
階
高
齢
介
護
課
☎

６
４
８
９
・
６
３
５
６
。

第
２
次
尼
崎
市
配
偶
者
等
か
ら

の
暴
力
（
D
V
）
対
策
基
本
計
画

の
策
定
に
つ
い
て

配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力
を
防

止
し
、
被
害
者
の
保
護
に
取
り
組

む
た
め
、
平
成
30
年
度
〜
34
年
度

を
計
画
期
間
と
す
る
同
計
画
を
策

定
し
ま
す
。
公
表
は
平
成
30
年
１

月
ま
で
。
市
役
所
中
館
７
階
協

働
・
男
女
参
画
課
☎
６
４
８
９
・

６
１
５
３
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

意
見
募
集

商
業
地
区
に
お
け
る
建
築
物
の

駐
車
施
設
（
自
動
車
駐
車
場
）
の

設
置
基
準
の
見
直
し
に
つ
い
て

意
見
は
３
月
10
日
〜
30
日
（
必

着
）
に
住
所
・
氏
名
を
書
い
て
直

接
か
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
、
E
メ
ー

ル
で
市
役
所
北
館
５
階
都
市
計
画

課
☎
6
4
8
9
・
６
６
０
４
、

F
A
X
６
４
８
９・６
５
９
７
、

am
a-tosikeikaku@

city.
am
agasaki.hyogo.jp

。

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

結
果
公
表

平
成
28
年
度
の
特
定
個
人
情
報

保
護
評
価
の
実
施
に
つ
い
て
（
①

統
合
宛
名
シ
ス
テ
ム
②
国
民
健
康

保
険
事
務
③
後
期
高
齢
者
医
療
給

付
・
徴
収
事
務
④
介
護
保
険
事
務
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⑤
児
童
手
当
事
務
）

募
集
期
間
は
平
成
28
年
11
月
25

日
〜
12
月
26
日
。
い
ず
れ
も
意
見

の
提
出
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

①
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
２
階
情

報
政
策
課
☎
６
４
８
９
・
６
２
０

２
②
市
役
所
南
館
１
階
国
保
年
金

課
☎
６
４
８
９
・
６
４
３
１
③
市

役
所
南
館
１
階
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
担
当
☎
６
４
８
９
・
６
８
３

６
④
市
役
所
南
館
２
階
介
護
保
険

事
業
担
当
☎
６
４
８
９
・
６
３
４

３
⑤
市
役
所
南
館
地
下
１
階
こ
ど

も
家
庭
支
援
課
☎
６
４
８
９
・
６

３
８
６
。

尼
崎
市
に
お
け
る
子
ど
も
の
育

ち
支
援
・
青
少
年
施
策
の
今
後
の

方
向
性
に
つ
い
て

募
集
期
間
は
平
成
28
年
12
月
20

日
〜
１
月
20
日
。
７
人
と
３
団
体

か
ら
79
件
の
意
見
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
い
た
だ
い
た
意
見
を
参
考

に
、
同
方
向
性
を
策
定
し
ま
す
。

市
役
所
中
館
６
階
こ
ど
も
の
育

ち
支
援
セ
ン
タ
ー
準
備
担
当
☎
６

４
８
９
・
６
５
４
６
。

第
３
次
尼
崎
市
男
女
共
同
参
画

計
画
の
策
定
に
つ
い
て

募
集
期
間
は
１
月
５
日
〜
25

日
。
６
人
か
ら
75
件
の
意
見
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
い
た
だ
い
た
意

見
を
参
考
に
、
同
計
画
を
策
定
し

ま
す
。
市
役
所
中
館
７
階
協
働

・
男
女
参
画
課
☎
６
４
８
９
・
６

１
５
３
。

尼
崎
市
文
化
ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定

　
募
集
期
間
は
１
月
20
日
〜
２
月

９
日
。
３
人
か
ら
４
件
の
意
見
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
い
た
だ
い
た

意
見
を
参
考
に
同
ビ
ジ
ョ
ン
を
策

定
し
ま
す
。
市
役
所
北
館
４
階

都
市
魅
力
創
造
発
信
課
☎
６
４
８

９
・
６
３
８
５
。

尼
崎
市
避
難
行
動
要
支
援
者
避

難
支
援
指
針
（
素
案
）
に
つ
い
て

募
集
期
間
は
１
月
20
日
〜
２
月

９
日
。
１
人
か
ら
８
件
の
意
見
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
寄
せ
ら
れ
た

意
見
と
、
そ
れ
に
対
す
る
考
え
方

を
３
月
21
日
ま
で
公
表
し
ま
す
。

市
役
所
中
館
３
階
福
祉
課
☎
６

４
８
９
・
６
３
４
８
。

あ
ま
が
さ
き
し
地
域
福
祉
計
画

の
改
定
に
つ
い
て

募
集
期
間
は
１
月
20
日
〜
２
月

９
日
。
意
見
の
提
出
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

市
役
所
中
館
３
階

福
祉
課
☎
６
４
８
９
・
６
３
４
８
。

「
み
ん
な
の
尼
崎
大
学
」
に
つ

い
て
の
考
え
方
に
つ
い
て

募
集
期
間
は
１
月
24
日
〜
２
月

13
日
。
２
人
か
ら
11
件
の
意
見
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
寄
せ
ら
れ
た

意
見
と
、
そ
れ
に
対
す
る
市
の
考

え
方
を
３
月
10
日
〜
31
日
に
公
表

し
ま
す
。
市
役
所
北
館
４
階
ひ
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と
咲
き
施
策
推
進
担
当
☎
６
４
８

９
・
６
４
８
７
。お

知
ら
せ

阪
神
間
７
市
１
町
合
同
緊
急
速

報
メ
ー
ル
一
斉
配
信
訓
練

３
月
11
日
㈯
午
前
10
時
に
、
㈱

N
T
T
ド
コ
モ
・
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
㈱

（
a
u
）・
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
㈱
が
提

供
す
る
サ
ー
ビ
ス
「
エ
リ
ア
メ
ー

ル
〈
緊
急
速
報
メ
ー
ル
〉」
を
利

用
し
て
、
阪
神
間
各
市
町
か
ら
、

訓
練
用
の
災
害
避
難
情
報
を
一
斉

に
配
信
し
ま
す
。
机
の
下
に
潜
り

込
む
、
避
難
経
路
の
チ
ェ
ッ
ク
を

す
る
な
ど
、
災
害
発
生
時
の
行
動

を
考
え
る
き
っ
か
け
に
し
て
く
だ

さ
い
。
同
メ
ー
ル
に
対
応
す
る

携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を

持
ち
、
配
信
時
に
阪
神
間
の
市
町

に
い
る
人
。
事
前
登
録
は
不
要
。

対
応
機
種
や
受
信
設
定
方
法
な
ど

は
、
各
携
帯
電
話
会
社
に
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
災
害
対
策
課
☎
６

４
８
９
・
６
１
６
５
。

ご
注
意
を

廃
車
な
ど
の
手
続
き
は
お
早
め

に
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

日
に
原
動
機
付
自
転
車
・
軽
自
動

車
・
小
型
特
殊
自
動
車
・
二
輪
小

型
自
動
車
を
所
有
す
る
人
に
課
せ

ら
れ
ま
す
。
原
動
機
付
自
転
車
な

ど
を
廃
車・譲
渡
し
た
人
な
ど
は
、

早
め
に
手
続
き
を
。
税
務
管
理

課
☎
６
４
８
９
・
６
２
８
８
。

ご
利
用
を

資
源
集
団
回
収
運
動
団
体
に
奨

励
金
を
交
付

資
源
集
団
回
収
を
定
期
的
に
実

施
す
る
市
内
の
社
会
福
祉
協
会
や

非
営
利
の
市
民
団
体
な
ど
に
、
回

収
量
に
応
じ
て
奨
励
金
（
１
㎏
に

つ
き
３
円
）
を
交
付
し
ま
す
。
回

収
対
象
品
目
は
、
紙
類
や
布
類
、

缶
類
、
び
ん
類
で
す
。
回
収
運
動

の
実
施
前
に
登
録
が
必
要
で
す
。

資
源
循
環
課
☎
６
４
０
９
・
１

３
４
１
。

※４月１日、武庫支所武庫地域振興センター・地区会館は移転します（23ページ参照）

証明コーナーを廃止します
大庄・立花・武庫・園田・阪急園田
証明コーナーを、３月31日で廃止し
ます。現在、証明コーナーで取り扱
っているサービスについては、市役
所か阪神尼崎・JR尼崎・阪急塚口サ
ービスセンターをご利用ください。
詳しくは市民課☎6489－6408へ。




